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平 成 2 8 年 第 ４ 回 小 城 市 議 会 定 例 会 提 案 理 由  

（ 平 成 2 8 年 1 1 月 3 0 日 開 会 ）  

 

お は よ う ご ざ い ま す 。本 日 こ こ に 、平 成 2 8 年 第 ４ 回

小 城 市 議 会 定 例 会 を 招 集 い た し ま し た と こ ろ 、 議 員 の

皆 様 に は 、 ご 参 集 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  

 

【 先 議 分 】  

そ れ で は 、 こ れ よ り 本 議 会 に 提 案 い た し て お り ま す

議 案 の う ち 、 先 議 を お 願 い し た い 分 か ら 提 案 理 由 を 説

明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、議 案 第 7 3 号  小 城 市 議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及

び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に

つ き ま し て は 、 特 別 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 法 律 の 一

部 改 正 に 伴 い 、 小 城 市 議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用

弁 償 等 に 関 す る 条 例 、 小 城 市 特 別 職 の 職 員 で 常 勤 の も

の の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 、 小 城 市 教 育 委 員 会 教

育 長 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 及 び 小 城 市 国 民 健 康 保 険 病

院 事 業 管 理 者 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 期 末 手 当 の 支 給 割 合 を

改 正 す る も の で ご ざ い ま す 。  
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次 に 、議 案 第 7 4 号  小 城 市 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例

等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ き ま し て は 、 一 般 職 の 職

員 の 給 与 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 小 城 市 職 員

の 給 与 に 関 す る 条 例 、 小 城 市 技 能 労 務 職 員 の 給 与 の 種

類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 、 小 城 市 水 道 事 業 職 員 の 給 与

の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 及 び 小 城 市 国 民 健 康 保 険

病 院 事 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 給 料 表 、 勤 勉 手 当 の 支

給 割 合 及 び 扶 養 手 当 の 額 を 改 正 す る も の で ご ざ い ま す 。 

 

次 に 、 議 案 第 7 5 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補

正 予 算 （ 第 ５ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予

算 の 総 額 に そ れ ぞ れ 9 7 5 万 ８ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を そ れ ぞ れ 2 2 1 億 8 , 4 7 3 万 ５ 千 円

と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 は 、 議 案 第 7 3 号 及 び 議 案 第 7 4 号 の 特 別

職 及 び 一 般 職 の 給 与 等 に 係 る 国 ・ 県 の 勧 告 に よ る 人 件

費 の 増 で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 6 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 下 水 道 特 別

会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 既 定 の 歳 入

歳 出 予 算 の 総 額 に そ れ ぞ れ 6 0 万 ５ 千 円 を 追 加 し 、補 正

後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を そ れ ぞ れ 2 3 億 8 , 3 7 7 万 ６ 千

円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  
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補 正 の 内 容 は 、 職 員 の 給 与 等 に 係 る 県 の 勧 告 に よ る

人 件 費 の 増 で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 7 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会

計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 収 益 的 支 出 の

水 道 事 業 費 の 営 業 費 用 を 5 2 万 ６ 千 円 追 加 し 、予 備 費 を

5 2 万 ６ 千 円 減 額 す る も の で 、 既 定 の 予 算 総 額 に 変 更 は

あ り ま せ ん 。  

補 正 の 内 容 は 、 営 業 費 用 で は 、 職 員 の 給 与 等 に 係 る

県 の 勧 告 に よ る 人 件 費 の 増 で ご ざ い ま す 。 ま た 、 予 備

費 の 減 額 は 収 支 の 調 整 の た め の も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 8 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会

計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 収 益 的 支 出 の

病 院 事 業 費 用 の 医 業 費 用 を 2 9 7 万 ９ 千 円 追 加 し 、 収 益

的 支 出 を 1 2 億 6 , 0 7 9 万 ７ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。 

補 正 の 内 容 は 、 職 員 の 給 与 等 に 係 る 国 ・ 県 の 勧 告 に

よ る 人 件 費 及 び 育 児 休 業 に 伴 う 人 件 費 を 補 正 す る も の

で ご ざ い ま す 。  

 

以 上 、 先 議 分 の 議 案 に つ き ま し て は 、 そ の 概 要 を 説

明 申 し 上 げ ま し た が 、 ご 審 議 の 上 、 ご 承 認 賜 り ま す よ

う よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  
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【 通 常 分 】  

続 き ま し て 、 本 議 会 に 提 案 い た し て お り ま す 議 案 の

提 案 理 由 を 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、議 案 第 7 9 号  小 城 市 職 員 の 勤 務 時 間 、休 暇 等

に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ き ま し て は 、

一 般 職 の 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 法 律 の 一 部

改 正 に 伴 い 、 小 城 市 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 介 護 の た め 、 連 続 す る

３ 年 の 期 間 内 に お い て 、 １ 日 に つ き ２ 時 間 を 超 え な い

範 囲 内 で 勤 務 し な い こ と が で き る 休 暇 の 新 設 を 行 う も

の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 0 号  小 城 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 に つ き ま し て は 、 地 方 税 法 等 の 一 部

改 正 に 伴 い 、 小 城 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正

す る も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 市 民 税 で 分 離 課 税 さ れ

る 特 例 適 用 利 子 等 及 び 特 例 適 用 配 当 等 の 額 を 、 国 民 健

康 保 険 税 の 所 得 割 額 の 算 定 及 び 軽 減 判 定 に 用 い る 総 所

得 金 額 に 含 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 1 号  小 城 市 ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 助

成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ き ま し て は 、



5 

児 童 扶 養 手 当 法 施 行 令 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 小 城 市 ひ と

り 親 家 庭 等 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 引 用 す る 条 文 を 改 め る

も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 2 号  小 城 市 子 ど も の 医 療 費 の 助 成 に

関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ き ま し て は 、 助

成 対 象 者 の 負 担 軽 減 を 図 る た め 、 小 城 市 子 ど も の 医 療

費 の 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る も の で ご ざ い

ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 小 中 学 生 の 医 療 費 の 助

成 方 法 に つ い て 、 助 成 対 象 者 の 申 請 に 基 づ き 行 う 償 還

払 い か ら 、 保 険 医 療 機 関 等 の 請 求 に 基 づ き 行 う 現 物 給

付 に 変 更 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 3 号  小 城 市 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 に つ き ま し て は 、平 成 2 9 年 ３ 月 に 芦 刈 幼

稚 園 が 民 営 化 に よ り 閉 園 す る こ と に 伴 い 、 小 城 市 立 学

校 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 芦 刈 幼 稚 園 の 閉 園 に 伴

う 改 正 及 び 附 則 に よ る 関 係 条 例 の 規 定 等 の 改 廃 を 行 う

も の で ご ざ い ま す 。  

 

 



6 

次 に 、議 案 第 8 4 号  小 城 市 道 路 線 の 認 定 に つ い て で

ご ざ い ま す が 、 本 議 案 の 芦 刈 中 村 線 に つ き ま し て は 、

有 明 海 沿 岸 道 路 の 整 備 に 伴 い 、 国 道 4 4 4 号 と 国 道 4 4 4

号 バ イ パ ス を 繋 ぐ 道 路 と し て 整 備 さ れ た も の で 、 国 か

ら 移 管 を 受 け 、 市 道 と し て 管 理 す る 必 要 が あ る の で 、

道 路 法 の 規 定 に よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で ご ざ い

ま す 。  

 

続 き ま し て 、 予 算 関 係 議 案 に つ き ま し て 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 8 5 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補

正 予 算 （ 第 ６ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 前 号 の 歳 入 歳 出 予

算 の 総 額 に そ れ ぞ れ ２ 億 3 7 3 万 ２ 千 円 を 追 加 し 、 補 正

後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を そ れ ぞ れ 2 2 3 億 8 , 8 4 6 万 ７

千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

第 ２ 表  継 続 費 補 正 は 、 小 城 市 立 地 適 正 化 計 画 策 定

事 業 の 総 額 及 び 年 割 額 を 変 更 す る も の で ご ざ い ま す 。  

第 ３ 表  地 方 債 補 正 は 、 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事

業 「 維 持 補 修 ・ 公 共 事 業 等 債 」 及 び 同 事 業 「 橋 り ょ う

補 修 ・ 公 共 事 業 等 債 」 を 追 加 し 、 社 会 資 本 整 備 総 合 交

付 金 事 業 「 ス マ ー ト イ ン タ ー チ ェ ン ジ 整 備 事 業 ・ 合 併

特 例 債 」 及 び 道 路 橋 り ょ う 災 害 復 旧 事 業 「 公 共 土 木 施

設 災 害 復 旧 事 業 債 」 の 限 度 額 を 変 更 す る も の で ご ざ い

ま す 。  
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そ れ で は 、 補 正 の 主 な も の に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

ま ず 、第 ３ 款  民 生 費 で は 、生 活 保 護 扶 助 費 の ほ か 、

介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 支 給 事 業 な ど を 計 上 し て お り

ま す 。  

第 ６ 款  農 林 水 産 業 費 で は 、 森 林 環 境 保 全 直 接 支 援

事 業 等 を 計 上 し て お り ま す 。  

第 ８ 款  土 木 費 で は 、 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業

（ 橋 り ょ う 補 修 ） の ほ か 、 急 傾 斜 地 崩 壊 防 止 事 業 等 を

計 上 し て お り ま す 。  

以 上 、 歳 出 の 主 な も の に つ い て 申 し 上 げ ま し た が 、

歳 入 に つ き ま し て は 、 市 税 及 び 各 種 事 業 に 伴 う 分 担 金

及 び 負 担 金 、国・県 支 出 金 、諸 収 入 、市 債 の 増 の ほ か 、

基 金 利 子 に 伴 う 財 産 収 入 の 増 、 財 源 調 整 と し て 基 金 繰

入 金 を 計 上 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 8 6 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 授 産 場 特 別

会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 既 定 の 歳 入

歳 出 予 算 の 総 額 に そ れ ぞ れ 6 0 万 円 を 追 加 し 、補 正 後 の

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を そ れ ぞ れ 2 , 5 7 6 万 ８ 千 円 と す る

も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 は 、 歳 出 で は 、 箱 製 造 及 び 段 ボ ー ル 加 工

事 業 の 需 用 費 を 追 加 す る も の で ご ざ い ま す 。 歳 入 に つ

き ま し て は 、 一 般 会 計 繰 入 金 を 追 加 す る も の で ご ざ い

ま す 。  
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次 に 、 議 案 第 8 7 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 下 水 道 特 別

会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 前 号 の 歳 入

歳 出 予 算 の 総 額 か ら そ れ ぞ れ 2 3 6 万 ７ 千 円 を 減 額 し 、

補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を そ れ ぞ れ 2 3 億 8 , 1 4 0 万

９ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

第 ２ 表  地 方 債 補 正 は 、 公 営 企 業 会 計 適 用 債 の 借 入

限 度 額 の 追 加 及 び 公 共 下 水 道 事 業 債 の 借 入 限 度 額 を 変

更 す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 は 、 歳 出 で は 、 公 共 下 水 道 事 業 の 工 事 請

負 費 の 追 加 及 び 管 理 委 託 料 の 確 定 見 込 み に よ る 減 額 で

ご ざ い ま す 。 歳 入 に つ き ま し て は 、 消 費 税 還 付 及 び 事

業 協 力 金 に 伴 う 諸 収 入 の 増 額 、 各 種 事 業 に 伴 う 繰 入 金

の 減 額 及 び 市 債 の 増 額 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 8 8 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保

険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 国 庫

補 助 金 の 額 の 確 定 に よ る 財 源 組 替 で ご ざ い ま す 。  

 

以 上 、 今 定 例 会 に 提 案 を い た し て お り ま す 議 案 に つ

き ま し て は 、 そ の 概 要 を 説 明 申 し 上 げ ま し た が 、 ご 審

議 の 上 、 ご 承 認 賜 り ま す よ う よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ

ま し て 、 提 案 理 由 の 説 明 と さ せ て い た だ き ま す 。  

ど う ぞ よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  


